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承第２号 

 

   専決処分の承認について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、 

次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求める。 

 

  令和４年６月２日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

専第９号 

 

   瑞浪市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

瑞浪市税条例の一部を改正する条例の制定について、次のとおり専決処分す

る。 

 

  令和４年３月３１日 専決 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市税条例の一部を改正する条例 

瑞浪市税条例（昭和２９年条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

第３５条第１項第５号中「（所得税法施行令の一部を改正する政令（平成

２０年政令第１５５号）附則第１３条第２項の規定によりなおその効力を有

するものとされる改正前の所得税法施行令第２１７条第１項第２号及び第３
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号に規定する民法法人を含む。）」を削る。 

第４９条第９項中「第３２１条の８第６０項」を「第３２１条の８第６２

項」に、「同条第６０項」を「同条第６２項」に改め、同条第１５項中「第

３２１条の８第６９項」を「第３２１条の８第７１項」に改める。 

第７４条の２中「固定資産課税台帳」の次に「（同条第１項ただし書の規

定による措置を講じたものを含む。）」を加える。 

第７４条の３中「事項の証明書」の次に「（同条ただし書の規定による措

置を講じたものを含む。）」を加える。 

第１３２条第６項中「埋立地等」を「埋立地」に改める。 

附則第１０条の２第２項中「４分の３」を「５分の４」に改め、同条第３

項中「附則第１５条第２７項第１号イ」を「附則第１５条第２６項第１号イ」

に改め、同条第４項中「附則第１５条第２７項第１号ロ」を「附則第１５条

第２６項第１号ロ」に改め、同条第５項中「附則第１５条第２７項第１号ハ」

を「附則第１５条第２６項第１号ハ」に改め、同条第６項中「附則第１５条

第２７項第１号ニ」を「附則第１５条第２６項第１号ニ」に改め、同条第７

項中「附則第１５条第２７項第２号イ」を「附則第１５条第２６項第２号イ」

に改め、同条第８項中「附則第１５条第２７項第２号ロ」を「附則第１５条

第２６項第２号ロ」に改め、同条第９項中「附則第１５条第２７項第２号ハ」

を「附則第１５条第２６項第２号ハ」に改め、同条第１０項中「附則第１５

条第２７項第３号イ」を「附則第１５条第２６項第３号イ」に改め、同条第

１１項中「附則第１５条第２７項第３号ロ」を「附則第１５条第２６項第３

号ロ」に改め、同条第１２項中「附則第１５条第２７項第３号ハ」を「附則

第１５条第２６項第３号ハ」に改め、同条第１３項中「附則第１５条第３０

項」を「附則第１５条第２９項」に改め、同条第１４項中「附則第１５条第

３４項」を「附則第１５条第３３項」に改め、同条第１５項中「附則第１５

条第３５項」を「附則第１５条第３４項」に改める。 

附則第１０条の３第９項中「熱損失防止改修住宅」を「熱損失防止改修等

住宅」に、「熱損失防止改修専有部分」を「熱損失防止改修等専有部分」に、

「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改め、同条第１１項

中「特定熱損失防止改修住宅又は」を「特定熱損失防止改修等住宅又は」に、

「特定熱損失防止改修住宅専有部分」を「特定熱損失防止改修等住宅専有部
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分」に、「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改める。 

附則第１２条第１項中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る令和４

年度分の固定資産税にあっては、１００分の２．５）」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の瑞浪市税条例の

規定中固定資産税に関する部分は、令和４年度以後の年度分の固定資産税

について適用し、令和３年度分までの固定資産税については、なお従前の

例による。 

３ 令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に取得された地方税

法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改

正前の地方税法附則第１５条第２項に規定する施設又は設備に対して課す

る固定資産税については、なお従前の例による。 
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承第３号 

 

   専決処分の承認について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求める。 

 

  令和４年６月２日 提出 

 

 瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

専第１０号 

 

瑞浪市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

瑞浪市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について、次のとおり専

決処分する。 

 

令和４年３月３１日 専決 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

瑞浪市都市計画税条例の一部を改正する条例 

瑞浪市都市計画税条例（昭和３２年条例第１号）の一部を次のように改正

する。 

附則第２項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３４項」を「附則第１

５条第３３項」に改める。 
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附則第３項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３５項」を「附則第１

５条第３４項」に改める。 

附則第５項中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年度分の

都市計画税にあっては、１００分の２．５）」を加える。 

附則第１２項中「附則第６項」を「附則第５項、第６項」に、「第１１項」 

を「前項」に、「前項」を「同項」に改める。 

附則第１３項中「第１５項から第１９項まで、第２１項、第２２項、第２

６項、第２９項、第３３項から第３５項まで、第３７項から第３９項まで、

第４３項」を「第１４項から第１８項まで、第２０項、第２１項、第２５項、

第２８項、第３２項から第３６項まで若しくは第４０項」に改める。 

附 則 

（施行期日）  
１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。  

（経過措置）  
２ この条例による改正後の瑞浪市都市計画税条例の規定は、令和４年度以

後の年度分の都市計画税について適用し、令和３年度分までの都市計画税

については、なお従前の例による。 
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承第４号 
 
   専決処分の承認について 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求める。 
 
  令和４年６月２日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二 
 
 
専第１１号 
 
   瑞浪市地方活力向上地域における瑞浪市固定資産税の課税免除及び不

均一課税に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

瑞浪市地方活力向上地域における瑞浪市固定資産税の課税免除及び不均一課

税に関する条例の一部を改正する条例の制定について、次のとおり専決処分

する。 
 

  令和４年３月３１日 専決 
 
                   瑞浪市長 水 野 光 二 
 
   瑞浪市地方活力向上地域における瑞浪市固定資産税の課税免除及び不

均一課税に関する条例の一部を改正する条例 
瑞浪市地方活力向上地域における瑞浪市固定資産税の課税免除及び不均一

課税に関する条例（平成２８年条例第７号）の一部を次のように改正する。 
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第２条第１項中「令和４年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に、「 
２年を」を「３年を」に改める。 

附 則 
 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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承第５号 

 

専決処分の承認について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求める。 

 

  令和４年６月２日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

専第１号  
 

令和４年度瑞浪市一般会計補正予算（第１号） 
 
 令和４年度瑞浪市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２４，０００千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６，１２４，０００千

円とする。  
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和４年４月２８日 専決 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

19 繰 入 金 １，２４６，５５７ ２４，０００ １，２７０，５５７

1 基金繰入金 １，２１７，７０４ ２４，０００ １，２４１，７０４

歳　　入　　合　　計 １６，１００，０００ ２４，０００ １６，１２４，０００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

10 教 育 費 １，４２９，０１４ ２４，０００ １，４５３，０１４

6 保健体育費 ２４０，７９９ ２４，０００ ２６４，７９９

歳　　出　　合　　計 １６，１００，０００ ２４，０００ １６，１２４，０００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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1 
 

議第２９号 

    

瑞浪市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市税条例等の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

令和４年６月２日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

瑞浪市税条例等の一部を改正する条例 

 （瑞浪市税条例の一部改正） 

第１条 瑞浪市税条例（昭和２９年条例第１３号）の一部を次のように改正

する。 

  第１８条の４中「交付」の次に「（法第３８２条の４に規定する当該証 

明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）の」を加える。 

第３２条第４項を次のように改める。 

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３７条の３第１項に規定する

確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則

に定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額に

ついては、適用しない。 

第３２条第６項を次のように改める。 

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３７条の３第１項に規定する

確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項そ

の他施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所

得金額に係る所得の金額については、適用しない。 

  第３５条の３第１項中「特定配当等申告書」及び「特定株式等譲渡所得

金額申告書」を「確定申告書」に改め、同条第２項中「申告書に係る年度

分の個人の県民税」を「確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度

分の個人の県民税」に改める。 
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2 
 

第３７条の２第１項ただし書中「所得税法第２条第１項第３３号の４に

規定する源泉控除対象配偶者」を「所得割の納税義務者（前年の合計所得

金額が９００万円以下であるものに限る。）の法第３１４条の２第１項第

１０号の２に規定する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額 

が９５万円以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当しないもの」 

に改める。 

第３７条の３第２項中「附記された事項」を「付記された事項」に改め、

同条第３項中「附記し」を「付記し」に改める。 

第３７条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」 

に改め、同条第１項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号

の次に次の１号を加える。 

（２） 所得割の納税義務者（合計所得金額が１，０００万円以下であ

るものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第３１３条第３

項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の

支払を受けるもの及び同条第４項に規定する事業専従者に該当するも

のを除き、合計所得金額が１３３万円以下であるものに限る。次条第

１項において同じ。）の氏名 

第３７条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」 

に改め、同条第１項中「支払を受ける者であって、扶養親族」を「支払を

受ける者であって、特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が９

００万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職

手当等（第５３条の２に規定する退職手当等に限る。以下この項において

同じ。）に係る所得を有する者であって、合計所得金額が９５万円以下で

あるものに限る。）をいう。第２号において同じ。）又は扶養親族」に改

め、「控除対象扶養親族」の次に「であって退職手当等に係る所得を有し

ない者」を加え、同項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１

号の次に次の１号を加える。 

（２） 特定配偶者の氏名 

  第５３条の７中「第２条第４項ただし書」を「第２条第３項ただし書」

に改める。 

  第７４条の２中「閲覧の手数料」を「閲覧（法第３８２条の４に規定す 
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3 
 

る固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。） 

の手数料」に改める。 

第７４条の３中「交付」の次に「（法第３８２条の４に規定する当該証

明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）の」を加える。 

附則第７条の３の２第１項中「令和１５年度」を「令和２０年度」に、

「令和３年」を「令和７年」に改める。 

  附則第１６条の３第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定

上場株式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」

という。）に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者

が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につ

き同条第１項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。 

附則第１７条の２第３項中「、第３７条の８又は第３７条の９」を「又

は第３７条の８」に改める。 

  附則第２０条の２第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税

に係る第３７条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適

用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。 

  附則第２０条の３第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税

に係る第３７条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適

用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。 

附則第２０条の３第６項中「年の翌年の４月１日の属する年度分の」を

「年分の所得税に係る」に、「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定

申告書にこの項」に改め、「（条約適用配当等申告書にこれらの記載がな

いことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）」

を削る。 

附則第２４条中「。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」

という。」を削る。 

  附則第２５条を削る。 

 （瑞浪市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 
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4 
 

第２条 瑞浪市税条例の一部を改正する条例（令和３年条例第１５号）の一

部を次のように改正する。 

  瑞浪市税条例第３７条の３の３第１項の改正規定中「控除対象扶養親族

を除く」を「年齢１６歳未満の者」を「扶養親族（」の次に「年齢１６歳

未満の者又は」を加え、「有しない者を除く」を「有する者」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（１） 第１条中瑞浪市税条例第３２条第４項及び第６項、第３５条の３

第１項及び第２項、第３７条の２第１項ただし書、第３７条の３第２項

及び第３項並びに第５３条の７の改正規定並びに同条例附則第１６条の

３第２項、第２０条の２第４項並びに第２０条の３第４項及び第６項の

改正規定並びに附則第５項の規定 令和６年１月１日 

（２） 第１条中瑞浪市税条例第１８条の４、第７４条の２及び第７４条

の３の改正規定並びに次項並びに附則第６項及び第７項の規定 令和６

年４月１日 

（納税証明書に関する経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の瑞浪市税条例（以下「新条例」という。）

第１８条の４（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３８２条の４に

係る部分に限る。）の規定は、前項第２号に掲げる規定の施行の日以後に

される同法第２０条の１０の規定による証明書の交付について適用する。 

（市民税に関する経過措置） 

３ 新条例第３７条の３の２第１項の規定は、この条例の施行の日（以下こ

の項及び次項において「施行日」という。）以後に支払を受けるべき同条

第１項に規定する給与について提出する同項及び同条第２項に規定する申

告書について適用し、施行日前に支払を受けるべき第１条の規定による改

正前の瑞浪市税条例（次項において「旧条例」という。）第３７条の３の

２第１項に規定する給与について提出した同項及び同条第２項に規定する

申告書については、なお従前の例による。 

４ 新条例第３７条の３の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべ
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き所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する

公的年金等（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下

この項において「公的年金等」という。）について提出する新条例第３７

条の３の３第１項に規定する申告書について適用し、施行日前に支払を受

けるべき公的年金等について提出した旧条例第３７条の３の３第１項に規

定する申告書については、なお従前の例による。 

５ 附則第１項第１号に掲げる規定による改正後の瑞浪市税条例の規定中個

人の市民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税につ

いて適用し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例

による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

６ 新条例第７４条の２（地方税法第３８２条の４に係る部分に限る。）の

規定は、附則第１項第２号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第３

８２条の２の規定による固定資産課税台帳（同条第１項ただし書の規定に

よる措置を講じたものを含む。）の閲覧について適用する。 

７ 新条例第７４条の３（地方税法第３８２条の４に係る部分に限る。）の

規定は、附則第１項第２号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第３

８２条の３の規定による証明書（同条ただし書の規定による措置を講じた

ものを含む。）の交付について適用する。 
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議第３０号 

 

   瑞浪市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 瑞浪市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 

 

  令和４年６月２日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

   瑞浪市介護保険条例の一部を改正する条例 

瑞浪市介護保険条例（平成１２年条例第１６号）の一部を次のように改正

する。 

附則第８条第１項中「令和元年度から令和３年度まで」を「令和３年度及

び令和４年度」に、「令和２年２月１日から令和４年３月３１日まで」を「

令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで」に、「設定されているもの

に限り、令和２年１月以前分の保険料を除く」を「設定されているものに限

る」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の瑞浪市介護保険条例の規定は、

令和４年４月１日から適用する。 
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議第３１号 

 

瑞浪市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。 

 

令和４年６月２日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

瑞浪市国民健康保険条例（昭和３４年条例第１４号）の一部を次のように

改正する。 

附則第１１条第１項中「令和元年度から令和３年度まで」を「令和３年度

及び令和４年度」に、「令和２年２月１日から令和４年３月３１日まで」を

「令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで」に、「設定されているも

のに限り、令和２年１月以前分の保険料を除く」を「設定されているものに

限る」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の瑞浪市国民健康保険条例の規

定は、令和４年４月１日から適用する。 
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議第３２号 

 

   瑞浪市における再生可能エネルギー発電設備の設置と自然環境等の保

全との調和に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 瑞浪市における再生可能エネルギー発電設備の設置と自然環境等の保全と

の調和に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

  令和４年６月２日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市における再生可能エネルギー発電設備の設置と自然環境等の保

全との調和に関する条例の一部を改正する条例 

 瑞浪市における再生可能エネルギー発電設備の設置と自然環境等の保全と 

の調和に関する条例（令和２年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す

る特別措置法」を「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置

法」に、「第２条第４項」を「第２条第３項」に改め、同条第５号中「第９

条第３項」を「第９条第４項」に改める。 

第７条第２項中「第９条第３項」を「第９条第４項」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議第３３号 

 

瑞浪市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

令和４年６月２日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る条例の一部を改正する条例 

瑞浪市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例（平成９年条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２号中「７円５１銭」を「７円７３銭」に改める。 

第４条第１項中「前条第１号に」を「同条第１号に」に改め、同項第２号

ア中「１５，８００円」を「１６，１００円」に改め、同号イ中「７，５６

０円」を「７，７００円」に、「第１号の契約」を「前号の契約」に改める。 

第５条中「第３条第２号」を「同条第２号」に、「７円５１銭」を「７円

７３銭」に改める。 

第６条中「第３条第３号」を「同条第３号」に、「５２５円６銭」を「５

４１円３１銭」に、「３１０，５００円」を「３１６，２５０円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 
１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 
２ この条例による改正後の瑞浪市の議会の議員及び長の選挙における選挙

運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日
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を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日前にその期日を告

示された選挙については、なお従前の例による。 
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議第３４号 
 

財産の取得について 
 

次のとおり財産を取得したいので、瑞浪市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第８号）第３条の規定に

より、議会の議決を求める。 
 

令和４年６月２日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二 
 
 
１ 取得する財産  地域公共ネットワーク機器一式 
２ 取 得 の 方 法  一般競争入札 
３ 取 得 金 額  １３２，５９１，８００円 
４ 取得の相手方  岐阜県岐阜市日置江１丁目５８番地 
          株式会社電算システム 
          代表取締役 高 橋 譲 太 
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議第３５号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道路線を

次のとおり認定するものとする。 

 

  令和４年６月２日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

番号 
市道認定 

整理番号 
路線名 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１ １６８３ 柱本１号線 
明世町戸狩字柱本４８４番１地先 

明世町戸狩字柱本４８４番１地先 
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議第３６号  
 

令和４年度瑞浪市一般会計補正予算（第２号） 
 
 令和４年度瑞浪市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４０，２００千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６，１６４，２００千

円とする。  
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和４年６月２日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

15 国 庫 支 出 金 １，８６１，１４８ ４０，２００ １，９０１，３４８

2 国庫補助金 ５４７，７３２ ４０，２００ ５８７，９３２

歳　　入　　合　　計 １６，１２４，０００ ４０，２００ １６，１６４，２００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

3 民 生 費 ５，１５６，８４３ ４０，２００ ５，１９７，０４３

2 児童福祉費 ２，１５５，３０９ ４０，２００ ２，１９５，５０９

歳　　出　　合　　計 １６，１２４，０００ ４０，２００ １６，１６４，２００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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議第３７号  
 

令和４年度瑞浪市一般会計補正予算（第３号） 
 
 令和４年度瑞浪市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９，６００千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６，１７３，８００千円

とする。  
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和４年６月２日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    

-24-



(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

16 県 支 出 金 １，００７，４４３ ９，６００ １，０１７，０４３

2 県 補 助 金 ３２４，２６３ ９，６００ ３３３，８６３

19 繰 入 金 １，２７０，５５７ １，２００ １，２７１，７５７

1 基金繰入金 １，２４１，７０４ １，２００ １，２４２，９０４

21 諸 収 入 ２８９，６８７ △１，２００ ２８８，４８７

4 雑 入 １７８，９１８ △１，２００ １７７，７１８

歳　　入　　合　　計 １６，１６４，２００ ９，６００ １６，１７３，８００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

4 衛 生 費 １，６１９，８７９ ９，６００ １，６２９，４７９

3 環 境 費 １１４，６２０ ９，６００ １２４，２２０

10 教 育 費 １，４５３，０１４ ０ １，４５３，０１４

6 保健体育費 ２６４，７９９ ０ ２６４，７９９

歳　　出　　合　　計 １６，１６４，２００ ９，６００ １６，１７３，８００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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